
中間報告 議会改革推進特別委員会

今年度、本特別委員会では、「議員の資質向上」、「議会機能の強化」、「若者との

交流事業の推進」および「ハラスメント相談体制の整備」の４項目につきまして、重点

的に調査・研究を重ねて参りましたので、主な活動内容と検討結果についてご報告申

し上げます。

はじめに、１点目の「議員の資質向上」に向けた取り組みでございますが、健康福祉

委員会との共同開催により、令和６年７月１６日に「認知症サポーター養成講座」を開

催いたしました。本講座につきましては、令和２年度にも開催しておりますが、改選を経

て未受講の議員が多くなったことから、改めて市議会全体として認知症に対する対応

力を高め、スキルアップを図ることを目的に開催したところ、２２名の議員に受講してい

ただき、認知症の症状や原因、当事者との接し方や見守り支援方法などについて理解

を深めることができました。

続いて、２点目の「議会機能の強化」に向けた取り組みでございますが、地方自治法

の一部改正により、令和６年４月より住民からの請願書について、オンラインによる提出

が可能となったことから、本市議会における実施方法につきまして、先進議会の事例を

もとに調査・研究を行って参りました。検討にあたっては、提出方法や請願者の本人確

認方法など、オンライン提出の導入にあたって生じる諸課題についての議論を重ね、令

和６年８月７日の委員会において、「請願・陳情のオンライン提出について」の改革案を

決定し、議長へ提出いたしました。本改革案の実施により、これまでは対面での提出を

原則としていた請願書について、電子メールでの提出が可能となり、議会手続のオンラ

イン化の推進及び市民の利便性の向上につなげることができました。

続いて、３点目の「若者との交流事業の推進」でございますが、令和５年４月執行の

市議会議員選挙における深刻な投票率の低下を受け、昨年度より、若年層を中心に

市議会への興味・関心を高めるための取り組みを推進しております。今年度も市内の

学校との交流事業を継続し、令和６年１０月３日にぐんま国際アカデミーの中・高等部

の生徒との意見交換会、１２月２３日に市立太田高校の生徒との意見交換会を開催い

たしました。生徒たちからは、若者の市議会に対する興味・関心を高めるための取り組

みについて、ＳＮＳを活用した積極的な情報発信や、学校と連携した施策の実施、議会



だよりのリニューアルなど、学生ならではの視点から様々な提案がなされ、大変有意義

な意見交換会となりました。今後は、生徒たちから出された意見を実践につなげていく

ために、さらなる調査・研究を進めるとともに、市民の興味・関心の向上にあたり、議員

自らが外に出向き、市民との対面でのコミュニケーションを充実させることの重要性を

委員一同再認識いたしました。

続いて、４点目の「ハラスメント相談体制の整備」でございますが、令和６年２月に開

催された市議会議員研修会は、「議会におけるハラスメント」をテーマに設定し、ハラス

メントに関する認識のアップデートが求められること、また、議会におけるハラスメント相

談体制の整備の必要性を確認する機会となりました。研修成果を生かし、本市議会に

おける相談体制の整備及びハラスメント防止体制の強化を図るために、市議会ハラス

メント防止条例の年度内の制定を目標に、重点的に調査・研究を進めて参りました。

条例案の検討にあたっては、ハラスメント相談窓口の在り方や、実際に事案が発生

した場合の対応方法について、また、ハラスメント審査会の委員体制や、ハラスメントと

認定された際の氏名公表の考え方など、多岐にわたる検討項目につきまして、先進議

会の事例をもとに委員間での議論を重ね、令和７年１月２１日の委員会において、「太

田市議会ハラスメント防止条例の制定について」の改革案を決定し、条例案を議長へ

提出いたしました。また、続く２月６日の委員会では、条例の運用にあたっての詳細を定

めた、太田市議会ハラスメント防止条例施行規程（案）を取りまとめ、令和７年４月１日

からの条例施行に向けての準備を整えて参りました。

本条例及び条例施行規程の制定により、議会におけるハラスメント相談窓口が整備

され、実際にハラスメント事案が発生した場合の対応方針が示されるとともに、審査会

の調査結果により、議員によるハラスメントが認定された場合には、当該議員の氏名を

公表することが明記されることとなります。本条例の制定を契機に、市議会におけるハ

ラスメントの根絶に向けて、議員一同さらなる意識の醸成を図るとともに、「市民に分か

りやすい開かれた議会」、「市民に信頼される議会」の実現に向けて、今後も本委員会

を中心に、多角的な視点から議会改革に取り組んでいく必要があると考えます。

以上、令和６年度における議会改革推進特別委員会の主な活動内容と検討結果に

ついてご報告申し上げ、中間報告とさせていただきます


